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募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ 

 

2023 年９月 22 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による募集株式発行等につきまし

ては、募集株式の払込金額等が未定でありましたが、2023 年 10 月６日開催の当社取締役会において、下

記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。 

なお、当該払込金額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の発行価格及び引受人より当

社に支払われる金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。 

 

記 

 

１． 公募による募集株式発行の件 

（１） 募 集 株 式 の 払 込 金 額  １株につき 金 476円 

（ただし、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、本募

集株式発行を中止する。） 

 

（２） 募集株式の払込金額の総額  1,213,419,200円 

 

（３） 仮 条 件  １株につき560円から600円 

 

（４） 仮 条 件 の 決 定 理 由 等  上記仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と

事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高

いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式

市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上

場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して

決定いたしました。 
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２． 当社指定販売先への売付け要請（親引け）の件 

  当社が、引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等について

は以下のとおりです。 

 

（１） 親引け予定先の概要 

 ① 名称 全保連社員持株会 

② 本店所在地 沖縄県那覇市字天久 905番地 

③ 代表者の役職・氏名 理事長 鑓水 正人 

④ 当社との関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者取引への該当状況 該当事項はありません。 
 

（２） 親引け予定先の選定理由 

 当社社員への福利厚生等を目的として当社社員持株会を親引け予定先として選定しました。 

 

（３） 親引けしようとする株券等の数 

 未定（売出株式のうち、90,000株を上限として、2023年 10月 17日（発行価格等決定日）に決

定される予定であります。） 

 

（４） 親引け予定先の株券等の保有方針 

 長期的保有の見込みであります。 

 

（５） 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況 

 当社は、払込みに要する資金について、当社社員持株会における積立て資金の存在を確認して

おります。 

 

（６） 親引け予定先の実態 

 当社の社員で構成する社員持株会であります。 

 

（７） 親引けに係る株券等の譲渡制限 

 親引け先のロックアップについては、下記[ご参考]「２．ロックアップについて」をご参照下

さい。 

（８） 発行条件に関する事項 

 発行条件は、仮条件による需要状況等を総合的に勘案した上で決定する公募による募集株式発

行の発行条件と同一とすることから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えて

おります。 
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（９） 親引け後の大株主の状況 

氏名又は名称 住所 所有株式数 
（株） 

株式（自己株
式を除く。）
の総数に対
する所有株
式数の割合
（％） 

公募による募
集株式発行及
び引受人の買
取引受による
株式売出し後
の所有株式数
（株） 

公募による
募集株式発
行及び引受
人の買取引
受による株
式売出し後
の株式（自己
株 式 を 除
く。）の総数
に対する所
有株式数の
割合（％） 

AZ-Star3号投資
事業有限責任組
合  

東京都千代田区五番町２
番地７ 

8,390,800 35.15 7,275,100 27.53 

インベストメン
トZ1号投資事業
有限責任組合 

東京都港区虎ノ門三丁目
22番10-201号 

4,441,026 18.60 2,276,726 8.62 

迫 幸治 沖縄県那覇市 
2,950,000 

(1,329,000) 
12.36 
(5.57) 

2,950,000 

(1,329,000) 

11.16 
(5.03) 

FP公開支援５号
投資事業有限責
任組合  

東京都千代田区丸の内二
丁目２番１号 

1,358,000 5.69 1,239,900 4.69 

茨木 英彦  東京都江東区 
1,269,000 

(1,269,000) 
5.32 

(5.32) 

1,269,000 

(1,269,000) 

4.80 
(4.80) 

MCo6号投資事業
組合 

東京都中央区日本橋一丁
目３番13号 

1,000,000 
(1,000,000) 

4.19 
(4.19) 

1,000,000 
(1,000,000) 

3.78 
(3.78) 

投資事業有限責
任組合センテリ
ュオ  

東京都港区虎ノ門四丁目
３番１号 

850,000 3.56 850,000 3.22 

株式会社沖縄海
邦銀行  

沖縄県那覇市久茂地二丁
目９番12号 

384,615 1.61 384,615 1.46 

三菱ＵＦＪファ
クター株式会社 

東京都千代田区神田淡路
町二丁目101番地 

384,615 1.61 384,615 1.46 

藤本 竜也  東京都多摩市 
345,000 

(345,000) 
1.45 

(1.45) 
345,000 

(345,000) 

1.31 
(1.31) 

計 － 
21,373,056 
(3,943,000) 

89.53 

(16.52) 

17,974,956 

(3,943,000) 

68.03 
(14.92) 

（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年９月 22日

現在のものであります。 

２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受に

よる売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年９月 22 日
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現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出

し及び親引け（90,000株を上限として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。 

３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入して

おります。 

４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。 

 

（10） 株式併合等の予定の有無及び内容 

 該当事項はありません。 

 

（11） その他参考となる事項 

 該当事項はありません。 
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[ご参考] 

１． 公募による募集株式発行並びに株式売出しの概要 

（１） 募集株式及び売出株式の種類及び数 

 募集株式の種類及び数  当社普通株式  2,549,200株 

 売出株式の種類及び数  ① 引受人の買取引受による売出し 

          当社普通株式 3,406,800株 

② オーバーアロットメントによる売出し(※)   

         当社普通株式       上限 893,400株 

（２） 需 要 の 申 告 期 間  2023年10月10日（火）から 

2023年10月16日（月）まで 

（３） 価 格 決 定 日  2023年10月17日（火） 

（発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で

仮条件を提示し、当該仮条件における需要状況、上場日まで

の価格変更リスク等を勘案した上で決定する。 

（４） 

 

申 込 期 間  2023年10月18日（水）から 

2023年10月23日（月）まで 

（５） 払 込 期 日  2023年10月24日（火） 

（６） 株 式 受 渡 期 日  2023年10月25日（水） 

  

(注) 上記（1）に記載の引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、三菱ＵＦＪ

モルガン・スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びア

ジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されること

がある。 

 

(※)オーバーアロットメントによる売出しについて 

上記のオーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴

い、その需要状況を勘案し、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が行う売出しでありま

す。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したもの

であり、需要状況により減少又は中止される場合があります。 

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントに

よる売出しのために、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主であるAZ-Star3号

投資事業有限責任組合、FP公開支援５号投資事業有限責任組合、フレンドリー・パートナーズ株式

会社（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。 

これに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、オーバーアロットメントに

よる売出しに係る株式数を上限として、貸株人が所有する当社普通株式を追加的に取得する権利

（以下、「グリーンシューオプション」という。）を、2023年11月22日を行使期限として当社株主

から付与される予定であります。 

また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、上場（売買開始）日から2023年11月22

日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、貸株人から借入れる株式の返却を

目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議の上、東京証券取引所において、オーバーアロット
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メントによる売出しに係る株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。な

お、シンジケートカバー取引期間においても、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、

ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式

数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 

シンジケートカバー取引により買い付けられ返却に充当される当社普通株式の株式数が、貸株人

から借入れる当社普通株式の株式数に満たない場合、不足する株式数について、三菱ＵＦＪモルガ

ン・スタンレー証券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより、貸株人への返却

に代えることとします。 

 

２．ロックアップについて 

本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である AZ-Star3号投資事業

有限責任組合、FP 公開支援５号投資事業有限責任組合、フレンドリー・パートナーズ株式会社、売出人

であるインベストメント Z1号投資事業有限責任組合、当社株主である投資事業有限責任組合センテリュ

オ、株式会社沖縄海邦銀行、三菱ＵＦＪファクター株式会社、株式会社琉球銀行、全保連社員持株会、株

式会社りゅうせき、兆株式会社、株式会社 JGコーポレーション、レインボーマネジメント株式会社、損

害保険ジャパン株式会社、奄美沖縄投資事業有限責任組合、株式会社りゅうにちホールディングス、エ

ムエスティ保険サービス株式会社、株式会社マールベリー・ホールディングス、株式会社ウイズコア、株

式会社 AGS コンサルティング、株式会社ブルーブックス、当社の株主であり当社の新株予約権を保有す

る迫幸治及び当社の新株予約権を保有する茨木英彦、MCo6 号投資事業組合及び藤本竜也は、共同主幹事

会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後 180 日目の 2024 年４月 21 日

までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、

当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのた

めに当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションが行使されたことに基づいて当社普通

株式を売却すること等は除く。）等は行わない旨合意しております。 

また、当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意

なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若

しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割、ストック・オプションと

しての新株予約権の発行及びグリーンシューオプション等を除く。）等を行わない旨合意しております。 

なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で

当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。 

上記のほか、当社は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上

場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っ

ております。 

また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、上場日（株

式受渡期日。当日を含む。）後 180 日目の 2024 年４月 21 日までの期間中は、継続して所有する旨の書面

を差し入れる予定であります。 

 

 

 以  上 

 


